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【問合先】桂川町地域包括支援センター（桂川町総合福祉センター内）　☎６５・４４０１

包括支援センターだより

介護保険
介護保険は誰でも利用できるの？

どのように認定されるの？

どのような支援が受けられるの？

介護保険は65歳以上の方（40歳から65歳
の方はがんや脳血管疾患等の特定の疾病が
ある方）で、介護や支援が必要であると「認
定」を受けた方がサービスを利用できます。

訪問調査員による訪問調査の結果と主治医
による意見書をもとに介護認定審査会にお
いて、保健・医療・福祉の専門家がどのく
らい介護が必要かによって判断します。

訪問介護・通所介護・訪問看護・住宅改修
などの居宅サービス、また、施設に入って
介護を受けるサービスを受けることができ
ます。サービス利用の際はケアマネジャー
と一緒に作成するケアプランが必要です。

介護保険法は、加齢によって心身機能が低下した高齢者、疾病
や怪我によって要介護状態になった高齢者に、残存能力に応じ
て自立した日常生活を送ってもらうことを目的とした法律で
す。介護保険では何でも出来ると思われがちですが、出来る事
は自分で行い、出来ない事を介護保険で補うといった自立支援
の考え方が基本となります。
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